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回次
第40期

中間連結会計期間
第41期

中間連結会計期間
第40期

会計期間
自2024年４月１日
至2024年９月30日

自2025年４月１日
至2025年９月30日

自2024年４月１日
至2025年３月31日

売上高 （百万円） 169,846 169,746 322,813

経常利益 （百万円） 9,328 6,912 14,678

親会社株主に帰属する

中間（当期）純利益
（百万円） 6,366 5,275 10,707

中間包括利益又は包括利益 （百万円） 4,920 5,154 10,006

純資産額 （百万円） 94,001 97,491 99,086

総資産額 （百万円） 9,538,171 15,691,516 9,790,772

１株当たり中間

（当期）純利益
（円） 123,950.40 102,707.05 208,457.55

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 0.9 0.6 1.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 380,404 △3,580,640 134,805

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △2,448 △5,100 △4,754

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △196,088 5,811,718 △62,208

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高
（百万円） 373,694 2,485,644 263,129

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。
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２【事業の内容】

当中間連結会計期間における当社グループ（当社及び当社の関係会社）において、主な事業内容の変更はありま

せん。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）財政状態及び経営成績の状況

当社グループは、料金請求・回収業務を担うビリング事業のほか、クラウド決済サービスを提供するビリン

グ・ソリューション事業、クレジットカード事業、アカウンティング・ファイナンスなどの財務サービス事業を

トータルで提供する「ＮＴＴグループ 総合決済・財務プラットフォーマー」として、お客さまや社会の課題解

決に誠実に向き合い、新たな価値創造に挑戦する企業をめざしております。

当社グループを取り巻く環境としましては、雇用・所得環境が改善する下で、景気の緩やかな回復が続くこと

が期待される一方、物価上昇の継続やアメリカの政策動向に伴う影響等による景気の下押しリスクもあることか

ら、金融資本市場の変動といった世界経済動向を十分注視していく必要があると考えています。

このような状況のなか、当社グループは「信用をチカラに、社会を支え、豊かな未来をつくる」というパーパ

スのもと、ビジョンである「ＮＴＴグループ 総合決済・財務プラットフォーマー」の実現に向け、金融決済、

財務サービスの経験・知見を活かし、お客さまや社会の課題に誠実に向き合ってまいります。具体的には、ＤＸ

（デジタルトランスフォーメーション）の更なる推進とビリングソリューションサービスの拡大、カード決済ソ

リューションビジネスの拡大、高品質・専門的なアカウンティングサービスの提供、及びグループファイナンス

における資金調達手段の多様化、事業活動を通じた持続可能な社会の実現に向けた取組みの推進などの各種施策

に取り組んでおります。

当中間連結会計期間における当社グループの経営成績につきましては、売上高は前年同期比99百万円の減少と

なる1,697億46百万円、営業利益は前年同期比４億73百万円の増加となる111億７百万円、経常利益は前年同期比

24億15百万円の減少となる69億12百万円、親会社株主に帰属する中間純利益は前年同期比10億91百万円の減少と

なる52億75百万円となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

①ビリング事業

ビリング事業におきましては、請求書の電子化やデジタル受付の拡大など、ＤＸの推進による請求・回収業

務のコスト削減等に取り組み、安定的かつ効率的な事業運営に努めました。当中間連結会計期間における売上

高は、前年同期比104億88百万円の減少となる835億59百万円となりました。セグメント利益は、前年同期比22

億45百万円の増加となる66億30百万円となりました。

当中間連結会計期間における契約実行高は、前年同期比1,000億16百万円の増加となる３兆2,766億34百万円

となりました。

②クレジットカード事業

クレジットカード事業の当中間連結会計期間における売上高は、通信料金等の取り扱いの増加や「ＰａｙＳ

ｏｌ」の拡大による手数料の獲得等により、前年同期比20億１百万円の増加となる347億98百万円となりまし

た。セグメント利益は、前年同期比41百万円の増加となる23億33百万円となりました。

当中間連結会計期間における契約実行高は、前年同期比1,128億88百万円の増加となる２兆1,449億76百万円

となりました。

③アカウンティング・ファイナンス事業

アカウンティング・ファイナンス事業の当中間連結会計期間における売上高は、グループファイナンスの増

加等により、前年同期比115億36百万円の増加となる832億50百万円となりました。セグメント利益は、前年同

期比11億59百万円の減少となる68億71百万円となりました。

当中間連結会計期間における契約実行高は、前年同期比３兆1,533億61百万円の増加となる10兆3,523億32百

万円となりました。
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当社グループにおける当中間連結会計期間末の財政状態につきましては、次のとおりであります。

①資産の部

当中間連結会計期間末の資産合計は、グループファイナンスに係る貸付金が増加したこと等に伴い、前連結

会計年度末比５兆9,007億44百万円の増加となる15兆6,915億16百万円となりました。

②負債の部

当中間連結会計期間末の負債合計は、グループファイナンスに係る借入金が増加したこと等に伴い、前連結

会計年度末比５兆9,023億40百万円の増加となる15兆5,940億25百万円となりました。

③純資産の部

当中間連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末比15億95百万円の減少となる974億91百万円とな

りました。

（２）キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前年同期比２兆1,119億49百万円増加の２兆4,856億44百

万円となりました。

なお、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比して営業貸付金が増加したこと等から、３兆5,806億

40百万円の支出（前年同期は3,804億４百万円の収入）となりました。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フローは、社用資産の取得による支出があったこと等から、51億円の支出（前

年同期は24億48百万円の支出）となりました。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行等による収入があったことから、５兆8,117億18百万円

の収入（前年同期は1,960億88百万円の支出）となりました。
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2025年９月30日現在

件数・残高

貸付種別

平均約定金利
（％）

件数
（件） 構成割合（％）

残高
（百万円） 構成割合（％）

消費者向

無担保

（住宅向を除く）
－ － － － －

有担保

（住宅向を除く）
－ － － － －

住宅向 － － － － －

計 － － － － －

事業者向 239 100.00 13,986,497 100.00 1.20

合計 239 100.00 13,986,497 100.00 1.20

2025年９月30日現在

借入先等 残高（百万円） 平均調達金利（％）

金融機関等からの借入 4,024,887 0.91

その他 10,326,587 1.21

社債・コマーシャル・ペーパー 7,979,992 1.32

合計 14,351,475 1.13

自己資本 101,935 －

資本金・出資額 16,770 －

（３）特定金融会社等の開示に関する内閣府令に基づく営業貸付金及びその他の営業貸付債権の状況

「特定金融会社等の開示に関する内閣府令」（1999年５月19日 大蔵省令第57号）に基づく、提出会社におけ

る営業貸付金及びその他の営業貸付債権の状況は次のとおりであります。

① 貸付金の種別残高内訳

② 資金調達内訳
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2025年９月30日現在

先数・残高

業種別

先数
（件） 構成割合（％）

残高
（百万円） 構成割合（％）

農業、林業、漁業 2 3.23 58 0.00

建設業 1 1.61 306 0.00

製造業 4 6.46 8,071 0.05

電気・ガス・熱供給・水道業 1 1.61 360,000 2.58

情報通信業 26 41.94 10,719,121 76.64

運輸業、郵便業 1 1.61 14,400 0.10

卸売業、小売業 － － － －

金融業、保険業 10 16.12 1,682,791 12.04

不動産業、物品賃貸業 6 9.68 1,147,202 8.21

宿泊業、飲食サービス業 2 3.23 2,280 0.01

教育、学習支援業 － － － －

医療、福祉 － － － －

複合サービス事業 － － － －

サービス業（他に分類されないもの） 9 14.51 52,266 0.37

個人 － － － －

特定非営利活動法人 － － － －

その他 － － － －

合計 62 100.00 13,986,497 100.00

③ 業種別貸付金残高内訳
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2025年９月30日現在

受入担保の種類 残高（百万円） 構成割合（％）

有価証券
－ －

うち株式 － －

債権 － －

うち預金 － －

商品 － －

不動産 － －

財団 － －

その他 － －

計 － －

保証 － －

無担保 13,986,497 100.00

合計 13,986,497 100.00

2025年９月30日現在

件数・残高

期間別

件数
（件） 構成割合（％）

残高
（百万円） 構成割合（％）

１年以下 47 19.67 4,714,863 33.71

１年超 ５年以下 83 34.72 3,853,062 27.55

５年超 10年以下 100 41.84 4,992,307 35.70

10年超 15年以下 9 3.77 426,264 3.04

15年超 20年以下 － － － －

20年超 25年以下 － － － －

25年超 － － － －

合計 239 100.00 13,986,497 100.00

一件当たり平均期間（年） 4.54

④ 担保別貸付金残高内訳

⑤ 期間別貸付金残高内訳

（注）期間は、約定期間によっております。

（４）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の

分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

（５）経営方針・経営戦略等

当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありま

せん。
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（６）優先的に対処すべき事実上及び財務上の課題

当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変

更はありません。

（７）研究開発活動

該当事項はありません。

３【重要な契約等】

該当事項はありません。
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000

計 80,000

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類
中間会計期間末
現在発行数（株）
（2025年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2025年10月31日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 51,960 51,960 非上場

当社は単元株制度

は採用しておりま

せん。

計 51,960 51,960 － －

②【発行済株式】

(注)当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨定款に定めております。

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式
総数残高

（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高
（百万円）

2025年４月１日～

2025年９月30日
－ 51,960 － 16,770 － 15,950

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
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2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

NTT株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 51,365 100.00

計 － 51,365 100.00

（５）【大株主の状況】

2025年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  595 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 51,365 51,365 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 51,960 － －

総株主の議決権 － 51,365 －

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

2025年９月30日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

ＮＴＴファイナンス

株式会社

東京都港区港南

一丁目２番70号
595 － 595 1.14

計 － 595 － 595 1.14

②【自己株式等】
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２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．中間連結財務諸表の作成方法について

当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1976年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）及び「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」（1999年総理府・大蔵

省令第32号）に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第３号の上欄に掲げる会社に該当しますが、同項ただし書

後段の規定に基づき、連結財務諸表規則第１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しておりま

す。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（2025年４月１日から2025年９月

30日まで）に係る中間連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による期中レビューを受けております。
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

前連結会計年度
（2025年３月31日）

当中間連結会計期間
（2025年９月30日）

営業上の債務保証等 41,069百万円 49,291百万円

前連結会計年度
（2025年３月31日）

当中間連結会計期間
（2025年９月30日）

 破綻先債権 5百万円 －百万円

前連結会計年度
（2025年３月31日）

当中間連結会計期間
（2025年９月30日）

危険債権 79百万円 －百万円

前連結会計年度
（2025年３月31日）

当中間連結会計期間
（2025年９月30日）

 ３ヶ月以上延滞債権 －百万円 －百万円

前連結会計年度
（2025年３月31日）

当中間連結会計期間
（2025年９月30日）

 貸出条件緩和債権 42百万円 －百万円

（中間連結貸借対照表関係）

１．保証債務

※２．特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令に基づく債権（社債、貸付金、外国為替、未収利息、仮払金、支

払い承諾見返り及び有価証券の貸付を行っている場合のその有価証券）に係る不良債権の状況

「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」（1999年５月19日 総理府・大蔵省令第32号）第９条の分

類に基づく、不良債権の状況は以下のとおりであります。

(１)破産更生債権及びこれらに準ずる債権

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経

営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

(２)危険債権

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の

元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しない

ものであります。

(３)３ヶ月以上延滞債権

３ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヶ月以上延滞している貸付金のうち、破産

更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権に該当しないものであります。

(４)貸出条件緩和債権

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の

返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債

権、危険債権、３ヶ月以上延滞債権に該当しないものであります。
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前連結会計年度
（2025年３月31日）

当中間連結会計期間
（2025年９月30日）

正常債権 9,966,890百万円 14,859,465百万円

（５）正常債権

正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債

権、危険債権、３ヶ月以上延滞債権、貸出条件緩和債権に該当しないものであります。

※３．有価証券及び短期貸付金

当中間連結会計期間（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）

有価証券及び短期貸付金は、いずれも短期運用目的によるものであり、有価証券は預入期間３ヶ月以内の譲渡性

預金、短期貸付金は現先取引に伴う貸付金であります。

※４．株主、役員又は従業員からの預り金

当中間連結会計期間（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）

株主、役員又は従業員からの預り金は、主として親会社からの預り金であり、短期間での返還を予定する資金受

入に係るものです。
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前中間連結会計期間
（自  2024年４月１日

至  2024年９月30日）

当中間連結会計期間
（自  2025年４月１日

至  2025年９月30日）

人件費 6,817百万円 6,824百万円

事務委託費 12,932 15,474

賃借料 1,719 1,647

社用資産減価償却費 1,342 1,362

貸倒引当金繰入額及び貸倒損失 18,442 1,392

支払手数料 6,153 5,762

（中間連結損益計算書関係）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

※２．サービス終了に伴う収入

当中間連結会計期間（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）

NTTグループカードサービス終了等に伴い発生する収益を特別利益にて計上しております。

※３．サービス終了に伴う損失

前中間連結会計期間（自 2024年４月１日 至 2024年９月30日）

NTTグループカードサービス終了等に伴い発生する費用を特別損失にて計上しております。

当中間連結会計期間（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）

NTTグループカードサービス終了等に伴い発生する費用を特別損失にて計上しております。

前中間連結会計期間
（自  2024年４月１日

至  2024年９月30日）

当中間連結会計期間
（自  2025年４月１日

至  2025年９月30日）

現金及び預金 373,694百万円 456,431百万円

有価証券（譲渡性預金・３ヶ月以内） － 380,000

短期貸付金（現先・３ヶ月以内） － 1,649,212

現金及び現金同等物 373,694 2,485,644

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおり

であります。
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決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年６月14日

定時株主総会
普通株式 7,851 152,855 2024年３月31日 2024年６月17日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年６月13日

定時株主総会
普通株式 6,750 131,419 2025年３月31日 2025年６月16日 利益剰余金

（株主資本等関係）

前中間連結会計期間（自 2024年４月１日 至 2024年９月30日）

１．配当に関する事項

（1）配当金支払額

①金銭による配当支払額

当中間連結会計期間（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）

１．配当に関する事項

（1）配当金支払額

①金銭による配当支払額
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（単位：百万円）

報告セグメント
その他
（注）1

合計
ビリング

クレジット
カード

アカウンティング

・ファイナンス
計

売上高

顧客との契約から生じる

収益
18,602 253 8,306 27,163 975 28,138

その他の収益 75,445 2,857 63,404 141,707 － 141,707

外部顧客への売上高 94,047 3,110 71,711 168,870 975 169,846

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 29,685 2 29,688 41 29,730

計 94,047 32,796 71,714 198,559 1,017 199,576

セグメント利益 4,385 2,291 8,030 14,707 45 14,752

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 14,707

「その他」の区分の利益 45

全社費用(注) △4,118

中間連結損益計算書の営業利益 10,633

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．前中間連結会計期間（自 2024年４月１日 至 2024年９月30日）

(１)報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(注)１「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主として当社とＮＴＴ・ＴＣリー

ス株式会社との間で締結された「共通系業務委託契約」「システムサービス契約」を通じた役務から発生する

損益を含んでおります。

(２)報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(３)報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれんの発生益）

該当事項はありません。
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（単位：百万円）

報告セグメント
その他
（注）1

合計
ビリング

クレジット
カード

アカウンティング

・ファイナンス
計

売上高

顧客との契約から生じる

収益
21,796 211 7,136 29,143 66 29,209

その他の収益 61,763 2,661 76,111 140,536 － 140,536

外部顧客への売上高 83,559 2,872 83,248 169,680 66 169,746

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 31,925 2 31,928 47 31,975

計 83,559 34,798 83,250 201,608 113 201,721

セグメント利益 6,630 2,333 6,871 15,834 0 15,835

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 15,834

「その他」の区分の利益 0

全社費用(注) △ 4,727

中間連結損益計算書の営業利益 11,107

２．当中間連結会計期間（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）

(１)報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(注)１「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主として当社とＮＴＴ・ＴＣリー

ス株式会社との間で締結された「共通系業務委託契約」「システムサービス契約」を通じた役務から発生する

損益を含んでおります。

(２)報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(３)報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれんの発生益）

該当事項はありません。

（金融商品関係）

金融商品の中間連結貸借対照表計上額その他の金額は、企業集団の事業の運営において重要なものとなってお

り、かつ、中間連結貸借対照表計上額に前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認められますが、社債を

除いて、当中間連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価と

の差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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科目 連結貸借対照表計上額（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円）

社債 4,014,462 4,171,827 157,365

科目 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円）

社債 6,685,167 6,976,971 291,803

前連結会計年度（2025年３月31日）

当中間連結会計期間（2025年９月30日）

（有価証券関係）

企業集団の事業の運営において重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

当中間連結会計期間末に係るデリバティブ取引については、全てヘッジ会計が適用されているため記載を省略

しております。

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。
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前中間連結会計期間
（自 2024年４月１日

至 2024年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 2025年４月１日

至 2025年９月30日）

１株当たり中間純利益 123,950円40銭 102,707円05銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する中間純利益(百万円) 6,366 5,275

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益

(百万円)
6,366 5,275

普通株式の期中平均株式数(千株) 51 51

（１株当たり情報）

１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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社債の名称 保証会社 発行年月日
券面総額

（百万円）

償還額

（百万円）

当中間会計期

間の末日現在

の未償還額

(百万円)

上場金融商品取

引所名又は登録

認可金融商品取

引業協会名

ＮＴＴファイナンス

株式会社

第16回無担保社債

（日本電信電話株式

会社保証付）

NTT株式会社
2020年

12月18日
300,000 － 300,000 －

ＮＴＴファイナンス

株式会社

第17回無担保社債

（日本電信電話株式

会社保証付）

NTT株式会社
2020年

12月18日
200,000 － 200,000 －

ＮＴＴファイナンス

株式会社

第18回無担保社債

（日本電信電話株式

会社保証付）

NTT株式会社
2020年

12月18日
400,000 － 400,000 －

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

第１【保証会社情報】

１【保証の対象となっている社債】

（注）保証会社はNTT株式会社であり、2025年９月30日現在、上記の表に記載したもの以外に、NTTファイナンス株式会

社が発行した外貨建社債5,500百万米ドル及び1,000百万ユーロについても同社が保証を行っています。なお、当

該外貨建社債は、日本国内において、上場または店頭登録されておらず、その募集または売出しについて有価証

券届出書（または発行登録追補書類）を提出していません。

２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】

（１）【保証会社が提出した書類】

①【有価証券報告書及びその添付書類又は半期報告書】

有価証券報告書

事業年度 第40期（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

2025年６月20日 関東財務局長に提出

本半期報告書提出日の属する当該会社の事業年度に係る半期報告書は本半期報告書提出日後遅滞なく提出さ

れることが見込まれます。

②【臨時報告書】

臨時報告書を2025年６月20日に関東財務局長に提出。

これは、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第9号の２

の規定に基づき、提出したものであります。

（２）【上記書類を縦覧に供している場所】

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】

該当事項はありません。
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第２【保証会社以外の会社の情報】
該当事項はありません。

第３【指数等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

2025年10月30日

ＮＴＴファイナンス株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 貞廣 篤典

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 戸塚 俊一郎

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＮＴＴファイナ

ンス株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025年４月１日から2025年

９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算

書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、ＮＴＴファイナンス株式会社及び連結子会社の2025年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項

が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される

規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし

ている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

中間連結財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続

を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度

の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。



（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。ま

た、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注

記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連

結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告

書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性

がある。

・中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していな

いと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び

内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められない

かどうかを評価する。

・中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人

は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結

論に対して責任を負う。

監査人は、監査役に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について

報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上


